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第 1 章 個別施設計画の概要 

1.個別施設計画の背景と目的 

国において、平成 25（2013）年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ

老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）を定め、インフラを管理・所管す

る者に対し、当該施設の維持管理や更新を着実に推進するための計画や施設ごとの個

別計画の策定を求めております。 

 

また、平成 26（2014）年４月には「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての

指針」が総務省から示され、公共施設の現況や、総合的・計画的な管理に関する基本

的な方針などを定める「公共施設等総合管理計画」の策定を全国の地方公共団体に対

し要請しております。 

 

このような背景から、本市においても、市が保有・管理する公共施設の調査・分析

と、中長期的なメンテナンスサイクルの構築、トータルコストの縮減と予算の平準化、

施設の再配置や統廃合、複合化及びさらなる有効活用、広域的な既存施設の相互利用、

民間活力の活用、管理経費の削減など、住民の福祉を増進する目的をもって、公共施

設の維持管理・更新等の最適化を図るための基本方針として、平成 29（2017）年 3

月に「富谷市公共施設等総合管理計画」を策定しており、この計画を個別具体的に推

進するため、保健・福祉施設に関する「富谷市保健・福祉施設個別施設計画（以下「本

計画」という。）」を策定するものです。 
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2.個別施設計画の位置づけ 

 

資料：富谷市公共施設等総合管理計画 

※各施設個別計画 

①市道修繕個別計画（都市整備課）   ④下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画（上下水道課） 

②橋梁長寿命化修繕計画（都市整備課）  ⑤学校施設長寿命化計画（教育総務課） 

③公営住宅等長寿命化計画（都市計画課） ⑥社会教育施設長寿命化計画（生涯学習課） 

⑦保健・福祉施設長寿命化計画（保健福祉部） 

 

3.個別施設計画の期間 

  本計画の計画期間は、公共建築物の状況や人口、財政、経済状況の変化に対応する

ため、令和7（2025）年度から令和16（2034）年度までの10 年間とします。 

ただし、施設の状態や関連する公共施設マネジメントの取組み状況、社会経済情勢、

国の補助制度などの動向によって、適宜、計画を見直すこととします。 

 

 

            ※ 
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4.個別施設計画の対象施設 

本市の対象施設の用途区分については、下表のとおり。（令和 2年 4月現在） 

 
  資料：富谷市公共施設等総合管理計画 
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■施設詳細一覧 

 対象施設の詳細を以下に示します。 

 

①福祉健康センター（昭和 63年 4月 1日供用開始） 

所在地 富谷西沢 13番地  

 

 

 

 

 

 

 

 

類型 老人福祉センター（特Ａ

型） 

駐車場 約 10台 

バリアフリー対

応 

多機能トイレ 1台 

その他（改

修歴等） 

R1 床面張替工事 

建設年 面積 構造 階数 耐震性 

昭和 62年 延床面積 1,295㎡ 

1階 890㎡ 2階 405㎡ 

鉄筋コンクリート

造 

２階 有 

 

②地域活動支援センター（平成 12年 12月 1 日供用開始） 

所在地 富谷桜田 1 番 77 

（総合保健福祉施設と

うみやの杜園内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型 老人福祉施設 

駐車場 約 70台（車いす用 6台） 

バリアフリー対

応 

多機能トイレ 1台 

その他（改

修歴等） 

R4 空調設備改修 

建設年 面積 構造 階数 耐震性 

平成 11年 延床面積 397.86 ㎡ 鉄骨・鉄筋コンクリ

ート造 

平屋 有 

 

③保健福祉総合支援センター（平成 16年 12 月 1日供用開始） 

所在地 富谷桜田 1番 17 

（総合保健福祉施設とう

みやの杜園内） 

 

類型 老人福祉施設 

駐車場 約 70台（車いす用 6台） 

バリアフリー対

応 

多機能トイレ 1台 

その他（改

修歴等） 

R7 空調設備改修 

建設年 面積 構造 階数 耐震性 

平成 15年 延床面積 749.66㎡ 鉄骨・鉄筋コンク

リート造 

平屋 有 

※②、③の駐車場については、総合保健福祉施設とうみやの杜園内入口にある駐車場。 
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第 2 章 公共施設の状況 

1.建築、整備年代別の状況  

建築年度について、延床面積規模からみると、1970年代後半（昭和50年代）以降、

断続的に整備されてきたものが主なものである。  

古い年代に整備された施設を主として、今後、大規模改修や建替えの必要性に計画

的に対応していく必要がある。  

 

 

  資料：富谷市公共施設等総合管理計画 

 

■うち保健・福祉施設                     （R7.2.28 現在） 

施設名称 延床面積 開所年度 経過年数 

①福祉健康センター 1,464.93㎡ S63(1988年) 36年 

②地域活動支援センター 397.86 ㎡ H12(2000年) 24年 

③保健福祉総合支援センター 922.91㎡ H16(2004年) 20 年 

  

 

地域活動支援センター 

保健福祉総合支援センター 
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2.本市の人口及び年齢３区分別人口の推移 

令和5年9月末では総人口52,268人、高齢者人口11,765人となりました。この21年間

の間で、総人口は14,222人の増加、うち高齢者人口は8,023人の増加となっており，

高齢者人口の割合も9.8%から22.5％まで増加しています。 

 
   平成 14 年 平成 17 年 平成 20 年 平成 23 年 平成 26 年 平成 29 年 令和 2 年 令和 5 年 

年少人口 
(0～14歳) 

6,912 7,894 8,837 9,498 9,711 9,291 8,540 7,766 

18.2% 18.6% 19.3% 19.4% 18.8% 17.7% 16.3% 14.9% 

生産人口 
(15～64 歳) 

27,392 29,910 31,291 32,926 33,587 33,481 32,950 32,737 

72.0% 70.6% 68.5% 67.2% 65.1% 63.6% 62.8% 62.6% 

高齢人口 
(65歳以上) 

3,742 4,600 5,583 6,540 8,297 9,808 10,993 11,765 

9.8% 10.8% 12.2% 13.4% 16.1% 18.7% 20.9% 22.5% 

総人口 38,046 42,404 45,711 48,964 51,595 52,580 52,483 52,268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口推計結果（各年 9月末時点、令和 6年以降は推計値）】 

推計値 実績値 

資料：富谷市高齢者保健福祉計画・第 9 期介護保険事業計画 
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3.経過年数の状況 

①用途別施設の経過年数の状況（棟数）  

一般的に、鉄筋コンクリート造の建築物の場合は、築30年程度が経過すると大規

模改修が必要となり、築60年程度が経過すると、建替えが必要になるといわれてい

ます。 

本市においては、築31年以上経過する施設は73棟（27.9％）、内訳としては学校

教育系施設、市民文化系施設などが多く、築41年以上が経過する公共施設は全体の

9.6％を占めています。 

この中で、築31年以上経過している保健・福祉施設は2棟であり、保健・福祉施

設全体の4割となっています。 

 

 
  資料：富谷市公共施設等総合管理計画 
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第 3 章 公共施設整備の基本的方針と整備費用の算出 

1.公共施設整備の基本的方針 

■点検・診断等の実施方針 

  公共施設等は利用状況、自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設毎に異なりま

す。各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把

握することが重要となります。 

現在行っている各種点検の他、必要に応じ任意の調査、点検を効果的に実施し、そ

の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、効率的・効果的に実施するとともに、

これらの取り組みを通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次の点

検・診断等に活用します。 

 

■維持管理・修繕・更新等の実施方針 

  従来、劣化等による損傷の度に必要な修繕を実施してきましたが、大規模な修繕や

更新をできるだけ回避するため、施設特性や役割を考慮の上、安全性や経済性を踏ま

えつつ、損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕を実施することで、機能の保持・

回復を図る予防保全型維持管理の導入を推進します。 

予防保全型維持管理については、公共施設等の利用率や役割、老朽化等を総合的に

勘案し、維持管理・修繕・更新等を実施する。なお、実施に当たっては、既存施設と

の集約化や小規模化及び設備等の省エネ化等を十分検討し、初期投資及び施設運営に

関するコストを総合的に検証した上でトータルコストに配慮します。 

 

■安全確保の実施方針 

市民生活や社会経済活動の基盤である公共施設等については、利用者の安全を確保

した上で、必要な機能を確実に発揮し続けることが大前提であります。これまでは劣

化や損傷が起きてからの対応が中心でしたが今後は、外壁の落下、防災設備の故障な

ど利用者の安全の確保に直結する場合は早急に対策を行い、施設を安全な状態で維持

し、サービスの継続的な提供を図るほか、すでに用途廃止した施設や利用率の低い施

設について、今後も利用が向上する見込みのない施設かつ老朽化した施設が生じた場

合には、周辺環境への影響を考慮し、取り壊しするなどの対策を講じ、安全性の確保

を図る必要があります。 

 

■長寿命化の実施方針 

公共施設等の不具合や劣化などに対して、従来のように維持管理・修繕していくこ

とは、大きな財政負担が一時に集中することとなり、将来の少子高齢化や今後の厳し

い財政状況の下では、非常に困難な状況にあります。点検・診断等の実施方針のとお

り早期に健全度を把握し、予防的な修繕等の実施を徹底し、今後も継続的な運用（利

用）をする必要がある施設については、計画的な施設の長寿命化を推進します。 
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■統合や廃止の推進方針 

公共施設等の利用状況や老朽化等を踏まえ、公共施設等の統合や廃止等の方向性を

検討します。方向性の検討にあたり、単に施設の必要性の有無だけで判断するのでは

なく、施設で行われている事業（サービス）の必要性等とあわせて検討を行う必要が

あり、実際の統合や廃止（取り壊し）までの決定については、個別評価を行うなど、

現状評価と今後の評価を踏まえ、十分な議論ののちに行います。 

 

■建物の耐震化に関する基本的な考え方 

公共施設については、災害時の拠点施設や避難所等としての役割を持つものも多い

ことから、その用途、規模、利用状況などを勘案し、必要に応じ耐震化を検討します。 

 

 

2.公共施設の維持管理・更新等に係る費用算定  

本計画での試算に当たっては、総務省が公表している「地方公共団体の財政分析等

に関する調査報告書（平成23（2011）年3月）」及び「公共施設更新費用試算ソフト

仕様書Ver.2.10」を参照し、一つの考え方として設定します。  

○耐用年数の設定  

○単価の設定（建替え・大規模改修）  

○期間の設定（建替え・大規模改修）  

○積み残しの処理（経過期間：建替え・大規模改修）  

また、従前計画策定後に、長寿命化計画等の個別施設計画を策定した公共施設等に

ついては、個別施設計画において設定した単価・期間等により事業費を算定します。 

 

 

 
 

図－大規模改修及び建替えのライフサイクル 
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3.建替えにかかる将来費用の総額  

①建替えにかかる将来費用の総額  

今後40年間の建替えにかかる費用の総額は約156.3億円で、このうち令和24

（2042）年～令和33（2051）年及び、令和34（2052）年～令和43（2061）年にかけ

て費用の負担が高く、特に学校教育系施設に集積するものと想定しています。  

なお、本市では、建築後 61年以上経過し、建替え時期を超過している建物は、

現在ありません。 

 

 

 

 

資料：富谷市公共施設等総合管理計画 
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4.目標耐用年数の設定 

整備費用の試算を行うにあたり、あらたに施設の耐用年数を設定するため、本計画

では、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」を参考に建築物の構造の上

限値を『目標耐用年数』と設定し、整備計画を策定します。 

 なお、現在目標耐用年数を超過している施設はありませんが、今後目標耐用年数を

超過した施設については、施設の安全性を確認しながら、更新や除却、統廃合などの

検討を進めることとします。 

 

建築物の構造 

建築物の耐久計画に 

おける目標耐用年数 

(日本建築学会文献) 

目標耐用年数 

（上限値） 

SRC 造※1 

RC造※2 
普通品質 50～ 80 年 

80 年 

鉄筋造 

普通品質 

S 造 ｔ＞4 ㎜ 
50～ 80 年 

軽量鉄骨 

LGS 造 ｔ＞3 ㎜ 
30～ 50 年 

50 年 コンクリートブロック造 30～ 50 年 

木造 30～ 50 年 

※1 鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete Construction)の略。 

※2 鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete Construction)の略。 
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第 4 章 対策内容と実施時期 

1.今後の維持・更新コスト（長寿命化型）試算条件（保健・福祉施設） 

項目 内容 周期 
改修 
期間 

単価 

改築 施設の建替えに要する費用 80 年 3 年 360,000 円/㎡ 

大規模改修 
（予防保全型） 

不具合が軽微な段階から計画的に行
う大規模改修工事 

20 年 
60 年 

1 年 200,000 円/㎡ 

長寿命化改修 
機能回復工事に加え、耐久性を高め、
社会的要求に対応するための機能向
上工事 

40 年 2 年 200,000 円/㎡ 

部位改修 部位ごとに行う改修 65 年 1 年 
部位ごとに改築単価に

対する割合を設定 

維持修繕費 維持修繕に要する費用 毎年 過去10年間実績平均額 

光熱水費・委託費 光熱水費や維持管理に係る委託費用 毎年 過去10年間実績平均額 

施設整備費 
（修繕維持費含む） 

直近 5 年間の施設整備費・維持修繕費
の実績 

 

 

2.長寿命化推進の効果 

資産の有効活用 環境への貢献 

・建物を長く有効に使い続けることが出

来る。 

・建替えに比べ廃棄物を減少出来る。 

財政面への貢献 最適化に向けた時間の確保 

・建替えに比べ工事費の縮減や工期の短

縮が出来る。 

・長期スパンでの建替費を軽減出来る。 

・財政負担の平準化が出来る。 

・建替時期を先に延ばせることで、そ

の時点での人口動態や財政状況、地域

の実情に応じた施設のあり方を検討出

来る。 

 

従前計画においては、「施設の種類、建物構造によらず、建設してから一律 30 年目

に実施を原則としつつ、今後 10年以内に建替えを迎える建物については、大規模改

修を実施しない。」としていましたが、本市公共施設等総合管理計画では以下の考え

方により大規模改修を実施する計画となっています。 

なお、「その他公共施設」に属する保健・福祉施設は従前計画と同様に 30年目に大

規模改修を実施する目安としております。 

 

分類 耐用年数 建替え費用の計上年 

学校教育系施設 

子育て支援施設（幼稚園） 
80年 

30年目 大規模改修 

50年目 長寿命化改修 

公営住宅 40年 20年目 大規模改修 

その他公共施設 60年 30年目 大規模改修 
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3.部位ごとの改修周期 

  「予防保全型」の維持管理により長寿命化を図るには、建物を構成する主な部位の

健全性を確保する必要があります。「建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人

建築保全センター）」の標準耐用年数を参考に、目安として以下のとおり部位ごとの

改修周期を示します。この改修周期と施設の劣化状況を勘案し、計画的な修繕を行い

ます。 

 

項目 標準耐用年数 

建築 

屋根・屋上 20～30 年 

外壁 15～20 年 

内装 20～30 年 

電気 

受変電設備 25～30 年 

電気設備一般 20～25 年 

防災設備 20 年 

機械 

空調・換気設備 15～30 年 

給排水・衛生設備 10～30 年 

消火設備 20～30 年 

昇降機設備 30 年 

 

4.改修等の整備水準 

  長寿命化改修では、単に物理的な不具合を直すのみではなく、建物の耐久性を向上

させるとともに、建物の機能や性能の向上を目指すため、費用対効果を勘案しながら、

適切な工法や部材、機器を検討します。 

 

①耐久性の向上 

   屋根・屋上や外壁では、躯体や建物内部への漏水を発生させないよう防水性及び

耐久性の高い材料等の使用を検討します。 

②機能性の向上 

   社会情勢の変化に伴う多様性に対応するため、バリアフリーやユニバーサルデザ

インの導入やＩＣＴ環境等の整備を検討します。 

③性能の向上 

   環境に配慮した省エネ効果の高い設備や外壁等への断熱性、遮熱性の高い材料等

の使用を検討します。 
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5.施設の現状と課題 

  福祉健康センターについては、昭和 63 年（1988 年）に開所し、平成 29（2017）

年度より、地域活動支援センターについては、平成 12年（2000 年）に開所し、平成

22（2010）年度から指定管理者制度をそれぞれ導入しています。 

指定管理者制度により、福祉健康センターについては、「趣味講座・健康教室」、「介

護予防事業」、「お風呂利用」、「趣味クラブ活動」の他、個人利用があり、令和 5年度

の年間延べ利用者数は約 9,600 人となっています。 

また、地域活動支援センターについては、在宅の障がい者等に対し、「創作的活動」、

「生産活動」の機会の提供を行っており、令和 5年度の年間延べ利用者数は約 2,400

人となっています。 

両施設とも老朽化が進んでおり、不具合が生じた箇所の修繕工事をその都度実施し

ている現状であり、高齢者の健康増進及び教養向上の場や、地域活動支援センターと

しての機能を維持するために、計画的な改修が必要となっています。 

保健福祉総合支援センターにおいても、施設の維持管理を含め、計画的な改修が必

要となっています。 

 

 

■施設修繕・改修工事等の履歴 

過去に実施した主な修繕・改修工事費用等は、次のとおりです。（R7.2.28現在） 

 

（1）H29 年度～R3年度（5年間）                     （単位:円） 

  H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 合計 

長寿福祉課 642,384 2,252,880 1,078,000 1,117,600 194,480 5,285,344 

都市計画課 － － 8,335,800 － － 8,335,800 

都市整備課 － － 550,000 － － 550,000 

小計 642,384 2,252,880 9,963,800 1,117,600 194,480 14,171,144 

健康センター 116,640 262,284 724,646 343,024 329,912 1,776,506 

合計 759,024 2,515,164 10,688,446 1,460,624 524,392 15,947,650 

 

（2）R4年度～R8年度（5年間）                    （単位:円） 

  R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 合計 

長寿福祉課 2,284,030 1,572,912  －     3,856,942 

都市計画課 1,772,430 － －     1,772,430 

都市整備課 13,911,700 1,089,000 －     15,000,700 

小計 17,968,160 2,661,912 0   20,630,072 

健康センター 469,480  125,400 658,527     1,253,407 

合計 18,437,640 4,360,224 658,527   23,456,391 

   

※100万円以上の主な修繕工事 

・福祉健康センター：直近 5年以内の実績は無し 

   ・地域活動支援センター：R4年度空調設備改修工事（13,911,700 円） 

   ・保健福祉総合支援センター：R5年度自動ドア装置修繕工事（1,089,000円） 
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第 5 章 今後の方針等 

1.施設分類別保全計画（ロードマップ）            （R7.4 月時点） 

施設名 所属課 建築年 経過年 

第 1 期

(2026-2035) 

第２期 

(2036-2045) 

第３期 

(2046-2055) 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

福祉健康センター 
長寿 

福祉課 
1988 37  

 

 
  （建替）  

地域活動支援センター 
地域 

福祉課 
2000 25  

大規模 

改修 
    

保健福祉総合支援センター 
長寿 

福祉課 
2004 21   

大規模 

改修 
   

 

2.推進体制 

本計画に記載している対策については、各施設の保健福祉部所管課を中心として実施

します。一方で、公共施設の統廃合や多機能化等、施設の再編などによる市民サービス

の向上は、全体の最適化に資するものであることから、市財政部門と連携・調整を図り、

進行管理を行うとともに方針の改定や目標の見直しを行います。 

 

3.フォローアップの実施方針 

計画は、上位計画である富谷市公共施設等総合管理計画と連携を図りながらも、市全

体の予算とのバランスによっては、すぐに実施できない改修工事なども発生することが

予測されます。よって必要な時期に必要な行動の事業化を促す仕組みを構築するため、

ＰＤＣＡのマネジメントサイクルに沿った進捗管理を行います。 

また、利用者である住民の安全につながる劣化などを放置することはできませんので、

定期的な劣化調査等を実施し、定期的に計画の見直しを行っていきます。 
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4.用語の解説 

用語 解説 

長寿命化 建物を将来にわたって長く使い続けるため、耐用年数を延ばすこ

と。 

改築 老朽化により構造上危険な状態にあったりする既存の建物を「建

て替える」こと。 

更新 既存の建物や設備を新しく改めること。建物の場合は、「改築」と

同義。 

改修 経年劣化した建物の部分又は全体を改善するため、建物の機能や

性能を求められる水準まで引き上げる工事を行うこと。 

修繕 経年劣化した建物の部分を既存のものと概ね同じ材料、形状、寸

法のものを用いて原状回復を図ること。「補修」と同義。 

長寿命化改修 長寿命化を行うために、物理的な不具合を直し耐久性を高めるこ

とに加え、機能や性能を求められる水準まで引き上げる工事を行

うこと。 

大規模改修 経年劣化した建物の大部分を修繕し、原状回復を図ること。 

部位修繕 「修繕」と同義。 

施設関連経費 「施設整備費」「その他施設整備費」「維持修繕費」「光熱水費・委

託費」を総計した費用のこと。 

施設整備費 建物や設備の整備に係る費用のこと。 

その他施設整備費 建物や設備以外（外構等）の整備に係る費用のこと。 

維持修繕費 建物や設備、建物以外の修繕に係る費用のこと。 

光熱水費・委託費 電気、ガス等（熱供給の燃料）、水道、下水道の使用料のこと。施

設に係る保守管理、点検に係る費用のこと。 

事後保全 老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行う事後的な保全のこ

と。 

予防保全 損傷が軽微である早期段階から、機能や性能の保持・回復を図る

ために修繕等を行う予防的な保全のこと。 

耐用年数 減価償却費を算出するために、財務省令「減価償却資産の耐用年

数に関する省令」で定める年数のこと。 

目標使用年数 建物を新築してから改築を行うまでの、目標とする使用期間のこ

と。 

耐震基準（旧・新） 建築基準法により定められた耐震性能の基準を指し、昭和 56 年 

6 月 1 日（1981 年）に改正建築基準法が施行され、改正以前を「旧

耐震基準」、改正以降を「新耐震基準」と大別している。 

ＰＤＣＡサイクル 「Plan：計画」「Do：実行」「Check：評価」「Action：改善」の 4 つ

の英単語の頭文字で、4 つの段階を循環的に繰り返し行うことで、

業務を改善・効率化するための方法のこと。 
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富谷市保健・福祉施設長寿命化計画 

（個別施設計画） 

区分：保健・福祉施設 

令和 7 年 3 月 

富谷市保健福祉部 


